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別紙

○「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等

について」（平成１６年３月１９日付け基発０３１９００９号） 新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

Ⅰ 整備法関係 Ⅰ 整備法関係

１ 労働安全衛生法の一部改正関係 １ 労働安全衛生法の一部改正関係

（8）登録教習機関の登録（第７７条関係） （8）登録教習機関の登録（第７７条関係）

③ 講師等（第２項第２号関係） ③ 講師等（第２項第２号関係）

（略） （略）

安衛法別表第20の各技能講習における科目ごとの講師 安衛法別表第20の各技能講習における科目ごとの講

の条件の欄の「同等以上の知識経験を有する者」には、 師の条件の欄の「同等以上の知識経験を有する者」に

別添６に掲げる者が含まれるものであり、また、同欄の は、別添６に掲げる者が含まれるものであり、また、

「大学等」を「旧大学令による大学」、「旧専門学校令 同欄の「大学等」を「旧大学令による大学」及び「旧

による専門学校」、「職業能力開発促進法による高度職 専門学校令による専門学校」と同等と取り扱って差し

業訓練専門課程及び指導員訓練」並びに「防衛省設置法 支えないことなどから、旧安衛法における指定教習機

による防衛大学校及び防衛医科大学校」を「大学等」と 関の講師の条件と変わるものではないこと。

、また、「旧中等学校令による中等学校」及び「職業能

力開発促進法による普通職業訓練普通課程」を「高等学

校等」と同等と取り扱って差し支えないなど、旧安衛法

における指定教習機関の講師の条件と変わるものではな

いこと。

別添５ 別添５

技能講習の名 必要な機械設備等 技能講習の 必要な機械設備等

称 名称

（略） （略） （略） （略）

６ 車両系建 表の車両系建設機械（解体用）運転技能講習 ６ 車両系 表の車両系建設機械（解体用）運転技能講習

設機械（解 の項の「車両系建設機械（解体用）」は、おお 建設機械 の項の「車両系建設機械（解体用）」は、おお

体用）運転 むね次に掲げるものであること。 （解体用 むね次に掲げるものであること。

技能講習（ (1) 走行の操作にあっては、タイヤ式又はクロ ）運転技 (1) 走行の操作にあっては、タイヤ式及びクロ
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安衛法別表 ーラ式のもの 能講習（ ーラ式のもの

第１９関係 (2) 作業のための装置の操作にあっては、タイ 安衛法別 (2) 作業のための装置の操作にあっては、タイ

） ヤ式又はクローラ式のブレーカ（ドラグショ 表第１９ ヤ式及びクローラ式のブレーカ（ドラグショ

ベルにブレーカユニットを装着したもので差 関係） ベルにブレーカユニットを装着したもので差

し支えない。） し支えない。）

(3) （略） (3) （略）

（略） （略） （略） （略）

８ 不整地運 表の不整地運搬車運転技能講習の項の「不整 ８ 不整地 表の不整地運搬車運転技能講習の項の「不整

搬車運転技 地運搬車」は、次に掲げるものであること。 運搬車運 地運搬車」は、次に掲げるものであること。

能講習（安 (1) 走行の操作にあっては、ホイール式又はク 転技能講 (1) 走行の操作にあっては、ホイール式及びク

衛法別表第 ローラ式のもの 習（安衛 ローラ式のもの

１９関係） (2)・(3) （略） 法別表第 (2)・(3) （略）

１９関係

）

別（略） （略） 別（略） （略）

添６ 添６

技能講習の名 講師の条件関係 技能講習の 講師の条件関係

称 名称

（略） （略） （略） （略）

３ 乾燥設備 １～３ （略） ３ 乾燥設 １～３ （略）

作業主任者 ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 備作業主 ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

技能講習（ 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 任者技能 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

安衛法別表 次に掲げる者が該当すること。 講習（安 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

第２０第２ (1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 衛法別表 安全の実務に従事した経験を有するものが該

号関係） 以上安全の実務に従事した経験を有するも 第２０第 当すること。

の ２号関係

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ） ∧∧∧∧

有するもの

４ コンクリ １・２ （略） ４ コンク １・２ （略）

ート破砕器 ３ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ リート破 ３ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

作業主任者 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 砕器作業 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、
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技能講習（ 次に掲げる者が該当すること。 主任者技 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

安衛法別表 (1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 能講習（ 安全の実務に従事した経験を有するものが該

第２０第３ 以上安全の実務に従事した経験を有するも 安衛法別 当すること。

号関係） の 表第２０

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を 第３号関 ∧∧∧∧

有するもの 係）

５ 地山の掘 １ （略） ５ 地山の １ （略）

削及び土止 ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境 掘削及び ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境

め支保工作 等に関する知識」「作業者に対する教育等に 土止め支 等に関する知識」「作業者に対する教育等に

業主任者技 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「 保工作業 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「

能講習（安 同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲 主任者技 同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲

衛法別表第 げる者が該当すること。 能講習（ げる者が該当すること。

２０第４号 (1) (略) 安衛法別 (1) (略)

関係） (2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する 表第２０ (2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する

職業訓練指導員免許を受けた者で、その後 第４号関 職業訓練指導員免許を受けた者で、その後

３年以上建設の作業又は安全指導の業務に 係） ５年以上建設の作業又は安全指導の業務に

従事した経験を有するもの 従事した経験を有するもの

３ （略） ３ （略）

６ 削除 ６ 削除

７ ずい道等 １ （略） ７ ずい道 １ （略）

の掘削等作 ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境 等の掘削 ∧∧∧∧

業主任者技 等に関する知識」「作業者に対する教育等に 等作業主

能講習（安 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「 任者技能

衛法別表第 同等以上の知識経験を有する者」は、建設の 講習（安

２０第４号 作業又は安全指導の業務に１０年以上従事し 衛法別表

関係） た経験を有する者が該当すること。 第２０第

３ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ ４号関係 ２ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 ） 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 安全の実務に従事した経験を有するものが該
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以上安全の実務に従事した経験を有するも 当すること。

の

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有するもの

８ ずい道等 １ （略） ８ ずい道 １ （略）

の覆工作業 ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境 等の覆工 ∧∧∧∧

主任者技能 等に関する知識」「作業者に対する教育等に 作業主任

講習（安衛 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「 者技能講

法別表第２ 同等以上の知識経験を有する者」は、建設の 習（安衛

０第４号関 作業又は安全指導の業務に１０年以上従事し 法別表第

係） た経験を有する者が該当すること。 ２０第４

３ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 号関係） ２ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 安全の実務に従事した経験を有するものが該

以上安全の実務に従事した経験を有するも 当すること。

の

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有するもの

９ 型枠支保 １ （略） ９ 型枠支 １ （略）

工の組立て ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境 保工の組 ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境

等作業主任 等に関する知識」「作業者に対する教育等に 立て等作 等に関する知識」「作業者に対する教育等に

者技能講習 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「 業主任者 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「

（安衛法別 同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲 技能講習 同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲

表第２０第 げる者が該当すること。 （安衛法 げる者が該当すること。

４号関係） (1) (略) 別表第２ (1) (略)

(2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する ０第４号 (2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する

職業訓練指導員免許を受けた者で、その後 関係） 職業訓練指導員免許を受けた者で、その後

３年以上建設の作業又は安全指導の業務に ５年以上建設の作業又は安全指導の業務に

従事した経験を有するもの 従事した経験を有するもの

３ （略） ３ （略）
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１０ 足場の １ （略） １０ 足場 １ （略）

組立て等作 ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境 の組立て ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境

業主任者技 等に関する知識」「作業者に対する教育等に 等作業主 等に関する知識」「作業者に対する教育等に

能講習（安 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「 任者技能 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「

衛法別表第 同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲 講習（安 同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲

２０第４号 げる者が該当すること。 衛法別表 げる者が該当すること。

関係） (1) （略） 第２０第 (1) （略）

(2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する ４号関係 (2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する

職業訓練指導員免許を受けた者で、その後 ） 職業訓練指導員免許を受けた者で、その後

３年以上建設の作業又は安全指導の業務に ５年以上建設の作業又は安全指導の業務に

従事した経験を有するもの 従事した経験を有するもの

３ （略） ３ （略）

１１ 建築物 １ （略） １１ 建築 １ （略）

等の鉄骨の ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境 物等の鉄 ∧∧∧∧

組立て等作 等に関する知識」「作業者に対する教育等に 骨の組立

業主任者技 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「 て等作業

能講習（安 同等以上の知識経験を有する者」は、建設の 主任者技

衛法別表第 作業又は安全指導の業務に１０年以上従事し 能講習（

２０第４号 た経験を有する者が該当すること。 安衛法別

関係） ３ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 表第２０ ２ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 第４号関 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 係） 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 安全の実務に従事した経験を有するものが該

以上安全の実務に従事した経験を有するも 当すること。

の

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有するもの

１２ 鋼橋架 １ （略） １２ 鋼橋 １ （略）

設等作業主 ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境 架設等作 ∧∧∧∧

任者技能講 等に関する知識」「作業者に対する教育等に 業主任者
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習（安衛法 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「 技能講習

別表第２０ 同等以上の知識経験を有する者」は、建設の （安衛法

第４号関係 作業又は安全指導の業務に１０年以上従事し 別表第２

） た経験を有する者が該当すること。 ０第４号

３ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 関係） ２ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 安全の実務に従事した経験を有するものが該

以上安全の実務に従事した経験を有するも 当すること。

の

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有するもの

１３ コンク １ （略） １３ コン １ （略）

リート造の ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境 クリート ∧∧∧∧

工作物の解 等に関する知識」「作業者に対する教育等に 造の工作

体等作業主 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「 物の解体

任者技能講 同等以上の知識経験を有する者」は、建設の 等作業主

習（安衛法 作業又は安全指導の業務に１０年以上従事し 任者技能

別表第２０ た経験を有する者が該当すること。 講習（安

第４号関係 ３ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 衛法別表 ２ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

） 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 第２０第 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 ４号関係 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 ） 安全の実務に従事した経験を有するものが該

以上安全の実務に従事した経験を有するも 当すること。

の

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有するもの

１４ コンク １ （略） １４ コン １ （略）

リート橋架 ２ 表の「工事用設備、機械、器具、作業環境 クリート ∧∧∧∧

設等作業主 等に関する知識」「作業者に対する教育等に 橋架設等

任者技能講 関する知識」の項の「条件」の欄第３号の「 作業主任

習（安衛法 同等以上の知識経験を有する者」は、建設の 者技能講
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別表第２０ 作業又は安全指導の業務に１０年以上従事し 習（安衛

第４号関係 た経験を有する者が該当すること。 法別表第

） ３ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ ２０第４ ２ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号関係） 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 安全の実務に従事した経験を有するものが該

以上安全の実務に従事した経験を有するも 当すること。

の

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有するもの

１５ 採石の １ （略） １５ 採石 １ （略）

ための掘削 ２ 表の「設備、機械、器具、作業環境に関す のための ２ 表の「設備、機械、器具、作業環境に関す

作業主任者 る知識」「作業者に対する教育等に関する知 掘削作業 る知識」「作業者に対する教育等に関する知

技能講習（ 識」の項の「条件」の欄第３号の「同等以上 主任者技 識」の項の「条件」の欄第３号の「同等以上

安衛法別表 の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が 能講習（ の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が

第２０第５ 該当すること。 安衛法別 該当すること。

号関係） (1) （略） 表第２０ (1) （略）

(2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する 第５号関 (2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する

職業訓練指導員免許を受けた者で、その後 係） 職業訓練指導員免許を受けた者で、その後

３年以上採石作業又は採石業に関する安全 ５年以上採石作業又は採石業に関する安全

の実務に従事した経験を有するもの の実務に従事した経験を有するもの

３ （略） ３ （略）

（略） （略） （略） （略）

１７ 船内荷 １ （略） １７ 船内 １ （略）

役作業主任 ２ 表の「船舶設備、荷役機械等の構造及び取 荷役作業 ∧∧∧∧

者技能講習 扱いの方法に関する知識」の項の「条件」の 主任者技

（安衛法別 欄第３号の「同等以上の知識経験を有する者 能講習（

表第２０第 」は、１０年以上船内荷役作業に従事した経 安衛法別

７号関係） 験を有する者が該当すること。 表第２０

３ 表の「玉掛け作業及び合図の方法に関する 第７号関 ２ 表の「玉掛け作業及び合図の方法に関する

知識」の項の「条件」の欄第３号の「同等以 係） 知識」の項の「条件」の欄第３号の「同等以
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上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者 上の知識経験を有する者」は、揚貨装置運転

が該当すること。 士免許、クレーン運転士免許、移動式クレー

(1) 揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免 ン運転士免許又はデリック運転士免許を有す

許、移動式クレーン運転士免許又はデリッ る者で、１０年以上船内荷役作業の玉掛けに

ク運転士免許を有する者で、１０年以上船 関する業務に従事した経験を有するものが該

内荷役作業の玉掛けに関する業務に従事し 当すること。

た経験を有するもの

(2) 玉掛け技能講習を修了した者であって、 ∧∧∧∧

１０年以上船内荷役作業の玉掛けに関する

業務に従事した経験を有する者

３ （略） ４ （略）

１８ 木造建 １～３ （略） １８ 木造 １～３ （略）

築物の組立 ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 建築物の ∧∧∧∧

て等作業主 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 組立て等

任者技能講 １０年以上安全の実務に従事した経験を有す 作業主任

習（安衛法 る者が該当すること。 者技能講

別表第２０ 習（安衛

第８号関係 法別表第

） ２０第８

号関係）

（略） （略） （略） （略）

２２ 特定化 １ （略） ２２ 特定 １ （略）

学物質及び ２ 表の「健康障害及びその予防措置に関する 化学物質 ２ 表の「健康障害及びその予防措置に関する

四アルキル 知識」の項の「条件」の欄第２号の「同等以 及び四ア 知識」の項の「条件」の欄第２号の「同等以

鉛等作業主 上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者 ルキル鉛 上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者

任者技能講 が該当すること。 等作業主 が該当すること。

習（安衛法 (1) 医師として５年以上の経験を有する者 任者技能 (1) 医師として５年以上の経験を有する者

別表第２０ (2) 歯科医師として５年以上の経験を有する 講習（安 ∧∧∧∧

第１１号関 者 衛法別表

係） (3) 薬剤師として７年以上の経験を有する者 第２０第 (2) 薬剤師として７年以上の経験を有する者

３・４ （略） １１号関 ３・４ （略）

５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 係） ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２
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号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

以上労働衛生の実務に従事した経験を有す が該当すること。

るもの

(2) １０年以上労働衛生の実務に従事した経 ∧∧∧∧

験を有する者

２３ 鉛作業 １ （略） ２３ 鉛作 １ （略）

主任者技能 ２ 表の「健康障害及びその予防措置に関する 業主任者 ２ 表の「健康障害及びその予防措置に関する

講習（安衛 知識」の項の「条件」の欄第２号の「同等以 技能講習 知識」の項の「条件」の欄第２号の「同等以

法別表第２ 上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者 （安衛法 上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者

０第１１号 が該当すること。 別表第２ が該当すること。

関係） (1) 医師として５年以上の経験を有する者 ０第１１ (1) 医師として５年以上の経験を有する者

(2) 歯科医師として５年以上の経験を有する 号関係） ∧∧∧∧

者

(3) 薬剤師として７年以上の経験を有する者 (2) 薬剤師として７年以上の経験を有する者

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

以上労働衛生の実務に従事した経験を有す が該当すること。

るもの

(2) １０年以上労働衛生の実務に従事した経 ∧∧∧∧

験を有する者

２４ 有機溶 １ （略） ２４ 有機 １ （略）

剤作業主任 ２ 表の「健康障害及びその予防措置に関する 溶剤作業 ２ 表の「健康障害及びその予防措置に関する

者技能講習 知識」の項の「条件」の欄第２号の「同等以 主任者技 知識」の項の「条件」の欄第２号の「同等以

（安衛法別 上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者 能講習（ 上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者

表第２０第 が該当すること。 安衛法別 が該当すること。

１１号関係 (1) 医師として５年以上の経験を有する者 表第２０ (1) 医師として５年以上の経験を有する者

） (2) 歯科医師として５年以上の経験を有する 第１１号 ∧∧∧∧
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者 関係）

(3) 薬剤師として７年以上の経験を有する者 (2) 薬剤師として７年以上の経験を有する者

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

以上労働衛生の実務に従事した経験を有す が該当すること。

るもの

(2) １０年以上労働衛生の実務に従事した経 ∧∧∧∧

験を有する者

２５ 石綿作 １ （略） ２５ 石綿 １ （略）

業主任者技 ２ 表の「健康障害及びその予防措置に関する 作業主任 ２ 表の「健康障害及びその予防措置に関する

能講習（安 知識」の項の「条件」の欄第２号の「同等以 者技能講 知識」の項の「条件」の欄第２号の「同等以

衛法別表第 上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者 習（安衛 上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者

２０第１１ が該当すること。 法別表第 が該当すること。

号関係） (1) 医師として５年以上の経験を有する者 ２０第１ (1) 医師として５年以上の経験を有する者

(2) 歯科医師として５年以上の経験を有する １号関係 ∧∧∧∧

者 ）

(3) 薬剤師として７年以上の経験を有する者 (2) 薬剤師として７年以上の経験を有する者

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

以上労働衛生の実務に従事した経験を有す が該当すること。

るもの

(2) １０年以上労働衛生の実務に従事した経 ∧∧∧∧

験を有する者

２６ 酸素欠 １～４ (略) ２６ 酸素 １～４ (略)

乏危険作業 ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 欠乏危険 ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

主任者技能 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 作業主任 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、
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講習（安衛 次に掲げる者が該当すること。 者技能講 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

法別表第２ (1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 習（安衛 労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

０第１２号 以上労働衛生の実務に従事した経験を有す 法別表第 が該当すること。

関係） るもの ２０第１

(2) １０年以上労働衛生の実務に従事した経 ２号関係 ∧∧∧∧

験を有する者 ）

６・７ （略） ６・７ （略）

２７ 酸素欠 １～４ (略) ２７ 酸素 １～４ (略)

乏・硫化水 ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 欠乏・硫 ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

素危険作業 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 化水素危 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

主任者技能 次に掲げる者が該当すること。 険作業主 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

講習（安衛 (1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 任者技能 労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

法別表第２ 以上労働衛生の実務に従事した経験を有す 講習（安 が該当すること。

０第１３号 るもの 衛法別表

関係） (2) １０年以上労働衛生の実務に従事した経 第２０第 ∧∧∧∧

験を有する者 １３号関

６・７ （略） 係） ６・７ （略）

２８ 床上操 １～３ （略） ２８ 床上 １～３ （略）

作式クレー ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 操作式ク ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

ン運転技能 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 レーン運 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

講習（安衛 次に掲げる者が該当すること。 転技能講 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

法別表第２ (1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 習（安衛 安全の実務に従事した経験を有するものが該

０第１４号 以上安全の実務に従事した経験を有するも 法別表第 当すること。

関係） の ２０第１

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ４号関係 ∧∧∧∧

有する者 ）

５・６ （略） ５・６ （略）

２９ 小型移 １～３ ２９ 小型 １～３

動式クレー ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 移動式ク ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

ン運転技能 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 レーン運 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、
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講習（安衛 次に掲げる者が該当すること。 転技能講 高等学校等又は旧中等学校令による中等学校

法別表第２ (1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 習（安衛 を卒業した者で、その後５年以上安全の実務

０第１５号 以上安全の実務に従事した経験を有するも 法別表第 に従事した経験を有するものが該当すること

関係） の ２０第１ 。

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ５号関係 ∧∧∧∧

有する者 ）

５ （略） ５ （略）

３０ ガス溶 １ （略） ３０ ガス １ （略）

接技能講習 ２ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 溶接技能 ２ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

（安衛法別 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 講習（安 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

表第２０第 次に掲げる者が該当すること。 衛法別表 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

１６号関係 (1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 第２０第 安全の実務に従事した経験を有するものが該

） 以上安全の実務に従事した経験を有するも １６号関 当すること。

の 係）

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有する者

３ （略） ３ （略）

３１ フォー １～３ （略） ３１ フォ １～３ （略）

クリフト運 ４ 表の「運転に必要な力学に関する知識」の ークリフ ４ 表の「運転に必要な力学に関する知識」の

転技能講習 項の「条件」の欄第３号の「同等以上の知識 ト運転技 項の「条件」の欄第３号の「同等以上の知識

規程（安衛 経験を有する者」は、次に掲げる者が該当す 能講習規 経験を有する者」は、次に掲げる者が該当す

法別表第２ ること。 程（安衛 ること。

０第１７号 (1)・(2) （略） 法別表第 (1)・(2) （略）

関係） (3) １０年以上フォークリフトの運転の業務 ２０第１ ∧∧∧∧

又はフォークリフトの運転者を管理、監督 ７号関係

する運転係長等の業務に従事した経験を有 ）

するもの

５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 安全の実務に従事した経験を有するものが該

以上安全の実務に従事した経験を有するも 当すること。
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の

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有する者

６ 表の「走行の操作」「荷役の操作」の項の ６ 表の「走行の操作」「荷役の操作」の項の

「条件」の欄第４号の「同等以上の知識経験 「条件」の欄第４号の「同等以上の知識経験

を有する者」は、次に掲げる者が該当するこ を有する者」は、次に掲げる者が該当するこ

と。 と。

(1) （略） (1) （略）

(2) 道路交通法第９９条第１項第２号に規定 (2) 道路交通法第９９条第１項第２号に規定

する技能検定員（大型特殊自動車免許（装 する技能検定員（大型特殊自動車免許（装

軌式自動車についての限定付免許を除く。 軌式自動車についての限定付免許を除く。

）に係るものに限る。）又は同項第３号に ）に係るものに限る。）又は同項第３号に

規定する教習指導員（技能指導員を含む。 規定する技能指導員（大型特殊自動車免許

大型特殊自動車免許（装軌式自動車につい （装軌式自動車についての限定付免許を除

ての限定付免許を除く。）に係るものに限 く。）に係るものに限る。）

る。）

(3) （略） (3) （略）

３２ ショベ １～３ （略） ３２ ショ １～３ （略）

ルローダー ４ 表の「運転に必要な力学に関する知識」の ベルロー ４ 表の「運転に必要な力学に関する知識」の

等運転技能 項の「条件」の欄第３号の「同等以上の知識 ダー等運 項の「条件」の欄第３号の「同等以上の知識

講習（安衛 経験を有する者」は、次に掲げる者が該当す 転技能講 経験を有する者」は、高等学校等において力

法別表第２ ること。 習（安衛 学に関する学科を修めて卒業した者で、その

０第１７号 (1) 高等学校等において力学に関する学科を 法別表第 後３年以上ショベルローダー等の運転者を管

関係） 修めて卒業した者で、その後３年以上ショ ２０第１ 理、監督する運転係長等の業務に従事した経

ベルローダー等の運転者を管理、監督する ７号関係 験を有するものが該当すること。

運転係長等の業務に従事した経験を有する ）

もの

(2) １０年以上ショベルローダー等の運転の

業務又はショベルローダー等の運転者を管

理、監督する運転係長等の業務に従事した

経験を有するもの

５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２
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号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 安全の実務に従事した経験を有するものが該

以上安全の実務に従事した経験を有するも 当すること。

の

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有する者

６ 表の「走行の操作」「荷役の操作」の項の ６ 表の「走行の操作」「荷役の操作」の項の

「条件」の欄第４号の「同等以上の知識経験 「条件」の欄第４号の「同等以上の知識経験

を有する者」は、次に掲げる者が該当するこ を有する者」は、次に掲げる者が該当するこ

と。 と。

(1) （略） (1) （略）

(2) 道路交通法第９９条第１項第２号に規定 (2) 道路交通法第９９条第１項第２号に規定

する技能検定員（大型特殊自動車免許（装 する技能検定員（大型特殊自動車免許（装

軌式自動車についての限定付免許を除く。 軌式自動車についての限定付免許を除く。

）に係るものに限る。）又は同項第３号に ）に係るものに限る。）又は同項第３号に

規定する教習指導員（技能指導員を含む。 規定する技能指導員（大型特殊自動車免許

大型特殊自動車免許（装軌式自動車につい （装軌式自動車についての限定付免許を除

ての限定付免許を除く。）に係るものに限 く。）に係るものに限る。）

る。）

(3) （略） (3) （略）

３３ 車両系 １ （略） ３３ 車両 １ （略）

建設機械（ ２ 表の「走行に関する装置の構造及び取扱い 系建設機 ２ 表の「走行に関する装置の構造及び取扱い

整地・運搬 の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第 械（整地 の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第

・積込用及 ３号、「作業に関する装置の構造、取扱い及 ・運搬・ ３号、「作業に関する装置の構造、取扱い及

び掘削用） び作業方法に関する知識」の項の「条件」の 積込用及 び作業方法に関する知識」の項の「条件」の

運転技能講 欄第３号及び「運転に必要な一般的事項に関 び掘削用 欄第３号及び「運転に必要な一般的事項に関

習（安衛法 する知識」の項の「条件」の欄第３号の「同 ）運転技 する知識」の項の「条件」の欄第３号の「同

別表第２０ 等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げ 能講習（ 等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げ

第１８号関 る者が該当すること。 安衛法別 る者が該当すること。
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係） (1) （略） 表第２０ (1) （略）

(2) 職業能力開発促進法による普通職業訓練 第１８号 (2) 職業能力開発促進法の規定に基づく、次

短期課程のうち、建設機械運転科又は建設 関係） の訓練を修了した者で、その後３年以上車

機械整備科の訓練を修了した者で、その後 両系建設機械の取扱いに関する業務に従事

３年以上車両系建設機械の取扱いに関する した経験を有するもの

業務に従事した経験を有するもの イ 普通職業訓練のうち職業能力開発促進

(3) 職業能力開発促進法第２８条に規定する 法施行規則別表第４の訓練科の欄に掲げ

職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又 る建設機械運転科の訓練

は建設機械運転科の職種に係る免許を受け ロ 普通職業訓練のうち職業能力開発促進

た者で、その後３年以上車両系建設機械の 法施行規則別表第２又は第４の訓練科の

取扱いに関する業務に従事した経験を有す 欄に掲げる建設機械整備科の訓練

るもの ハ 指導員訓練のうち職業能力開発促進法

施行規則別表第８の訓練科の欄に掲げる

産業機械工学科の訓練

(4) （略） (3) （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 表の「走行の操作」「作業のための装置の ５ 表の「走行の操作」「作業のための装置の

操作」の項の「条件」の欄第４号の「同等以 操作」の項の「条件」の欄第４号の「同等以

上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者 上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者

が該当すること。 が該当すること。

(1) （略） (1) （略）

(2) 職業能力開発促進法による普通職業訓練 (2) 職業能力開発促進法の規定に基づく次の

短期課程のうち、建設機械運転科又は建設 訓練を修了した者で、その後３年以上車両

機械整備科の訓練を修了した者で、その後 系建設機械の運転の業務に従事した経験を

３年以上車両系建設機械の取扱いに関する 有するもの

業務に従事した経験を有するもの イ 普通職業訓練のうち職業能力開発促進

(3) 職業能力開発促進法第２８条に規定する 法施行規則別表第４の訓練科の欄に掲げ

職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又 る建設機械運転科の訓練

は建設機械運転科の職種に係る免許を受け ロ 普通職業訓練のうち職業能力開発促進

た者で、その後３年以上車両系建設機械の 法施行規則別表第２又は第４の訓練科の

取扱いに関する業務に従事した経験を有す 欄に掲げる建設機械整備科の訓練

るもの ハ 指導員訓練のうち職業能力開発促進法



- 16 -

施行規則別表第８の訓練科の欄に掲げる

産業機械工学科の訓練

(4) （略） (3) （略）

３４ 車両系 １ （略） ３４ 車両 １ （略）

建設機械（ ２ 表の「走行に関する装置の構造及び取扱い 系建設機 ２ 表の「走行に関する装置の構造及び取扱い

解体用）運 の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第 械（解体 の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第

転技能講習 ３号、「作業に関する装置の構造、取扱い及 用）運転 ３号、「作業に関する装置の構造、取扱い及

（安衛法別 び作業方法に関する知識」の項の「条件」の 技能講習 び作業方法に関する知識」の項の「条件」の

表第２０第 欄第３号及び「運転に必要な一般的事項に関 （安衛法 欄第３号及び「運転に必要な一般的事項に関

１８号関係 する知識」の項の「条件」の欄第３号の「同 別表第２ する知識」の項の「条件」の欄第３号の「同

） 等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げ ０第１８ 等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げ

る者が該当すること。 号関係） る者が該当すること。

(1) （略） (1) （略）

(2) 職業能力開発促進法第２８条第１項の規 (2) 職業能力開発促進法第２８条第１項の規

定する職業訓練指導員免許のうち、建設機 定する職業訓練指導員免許のうち、建設機

械科又は建設機械運転科の職種に係る免許 械科又は建設機械運転科の職種に係る免許

を受けた者 を受けた者で、その後３年以上車両系建設

機械(解体用)の取扱いに関する業務に従事

した経験を有するもの

(3) （略） (3) （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ ５ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 安全の実務に従事した経験を有するものが該

以上安全の実務に従事した経験を有するも 当すること。

の

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有する者

６ 表の「走行の操作」「作業のための装置の ６ 表の「走行の操作」「作業のための装置の

操作」の項の「条件」の欄第４号の「同等以 操作」の項の「条件」の欄第４号の「同等以

上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者 上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者



- 17 -

が該当すること。 が該当すること。

(1) （略） (1) （略）

(2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する (2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する

職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又 職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又

は建設機械運転科の職種に係る免許を受け は建設機械運転科の職種に係る免許を受け

た者で、その後１年以上車両系建設機械( た者で、その後３年以上車両系建設機械(

解体用)の運転の業務に従事した経験を有 解体用)の運転の業務に従事した経験を有

するもの するもの

(3) （略） (3) （略）

３５ 車両系 １～３ （略） ３５ 車両 １～３ （略）

建設機械（ ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 系建設機 ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

基礎工事用 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 械（基礎 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

）運転技能 次に掲げる者が該当すること。 工事用） 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

講習（安衛 (1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 運転技能 安全の実務に従事した経験を有するものが該

法別表第２ 以上安全の実務に従事した経験を有するも 講習（安 当すること。

０第１９号 の 衛法別表

関係） (2) １０年以上安全の実務に従事した経験を 第２０第 ∧∧∧∧

有する者 １９号関

係）

３６ 不整地 １・２ （略） ３６ 不整 １・２ （略）

運搬車運転 ３ 表の「走行に関する装置の構造及び取扱い 地運搬車 ３ 表の「走行に関する装置の構造及び取扱い

技能講習（ の方法」の項の「条件」の欄第３号、「荷の 運転技能 の方法」の項の「条件」の欄第３号、「荷の

安衛法別表 運搬に関する知識」の項の「条件」の欄第３ 講習（安 運搬に関する知識」の項の「条件」の欄第３

第２０第２ 号及び「運転に必要な力学に関する知識」の 衛法別表 号及び「運転に必要な力学に関する知識」の

０号関係） 項の「条件」の欄第３号の「同等以上の知識 第２０第 項の「条件」の欄第３号の「同等以上の知識

経験を有する者」は、次に掲げる者が該当す ２０号関 経験を有する者」は、次に掲げる者が該当す

ること。 係） ること。

(1) 建設機械施工技術検定に合格した者(１ (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(１

級の技術検定であってトラクター系若しく 級の技術検定であってショベル系建設機械

はショベル系建設機械操作施工法を選択し 操作施工法を選択した者又は２級の第２種

た者又は２級の第１種若しくは第２種の技 の技術検定に合格した者に限る。)で、そ
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術検定に合格した者に限る。)で、その後 の後３年以上不整地運搬車の取扱いに関す

３年以上不整地運搬車の取扱いに関する業 る業務に従事した経験を有するもの

務に従事した経験を有するもの

(2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する (2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する

職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又 職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又

は建設機械運転科の職種に係る免許を受け は建設機械運転科の職種に係る免許を受け

た者 た者で、その後３年以上不整地運搬車の取

扱いに関する業務に従事した経験を有する

もの

(3) （略） (3) （略）

４・５ （略） ４・５ （略）

６ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ ６ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

次に掲げる者が該当すること。 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 安全の実務に従事した経験を有するものが該

以上安全の実務に従事した経験を有するも 当すること。

の

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ∧∧∧∧

有する者

７ 表の「走行の操作」「荷の運搬」の項の「 ７ 表の「走行の操作」「荷の運搬」の項の「

条件」の欄第４号の「同等以上の知識経験を 条件」の欄第４号の「同等以上の知識経験を

有する者」は、次に掲げる者が該当すること 有する者」は、次に掲げる者が該当すること

。 。

(1) 建設機械施工技術検定に合格した者(１ (1) 建設機械施工技術検定に合格した者(１

級の技術検定であってトラクター系若しく 級の技術検定であってショベル系建設機械

はショベル系建設機械操作施工法を選択し 操作施工法を選択した者又は２級の第２種

た者又は２級の第１種若しくは第２種の技 の技術検定に合格した者に限る。)で、そ

術検定に合格した者に限る。)で、その後 の後３年以上不整地運搬車の運転の業務に

３年以上不整地運搬車の運転の業務に従事 従事した経験を有するもの

した経験を有するもの

(2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する (2) 職業能力開発促進法第２８条に規定する

職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又 職業訓練指導員免許のうち、建設機械科又
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は建設機械運転科の職種に係る免許を受け は建設機械運転科の職種に係る免許を受け

た者で、その後１年以上不整地運搬車の運 た者で、その後３年以上不整地運搬車の運

転の業務に従事した経験を有するもの 転の業務に従事した経験を有するもの

(3) （略） (3) （略）

３７ 高所作 １～３ （略） ３７ 高所 １～３ （略）

業車運転技 ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２ 作業車運 ４ 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第２

能講習（安 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、 転技能講 号の「同等以上の知識経験を有する者」は、

衛法別表第 次に掲げる者が該当すること。 習（安衛 高等学校等を卒業した者で、その後５年以上

２０第２１ (1) 高等学校等を卒業した者で、その後５年 法別表第 安全の実務に従事した経験を有するものが該

号関係） 以上安全の実務に従事した経験を有するも ２０第２ 当すること。

の １号関係

(2) １０年以上安全の実務に従事した経験を ） ∧∧∧∧

有する者

５ （略） ５ （略）

３８ 玉掛け １ 表の「クレーン、移動式クレーン、デリッ ３８ 玉掛 ∧∧∧∧

技能講習（ ク及び揚貨装置（以下「クレーン等」という け技能講

安衛法別表 。）」に関する知識」の欄の「条件」の欄第 習（安衛

第２０第２ ３号の「同等以上の知識経験を有する者」は 法別表第

２号関係） 、次に掲げる者が該当すること。 ２０第２

(1) 高等学校等において機械工学に関する学 ２号関係

科を修めて卒業者で、その後７年以上クレ ）

ーン等の運転の業務に従事した経験を有す

るもの

(2) 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実

技教習又は移動式クレーン運転実技教習の

指導員として３年以上の経験を有する者

(3) １０年以上クレーン等の取扱いの業務に

従事した経験を有する者

２ （略） １ （略）

３ （略） ２ （略）
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